
対象 すべてを満たす世帯の保護者

①さくら市立小中学校に在籍する児童生徒の保護者

②家庭に無線通信（Wi-Fi）環境が整備されていない（新規整備が対象）

③令和５年４月１日～令和６年３月３１日までに通信事業者等と契約する

補助内容

【対象期間：令和５年４月１日～令和６年３月３１日】※この期間内に工事を実施（またはルーター購入）し、支払完了したものが対象。

・インターネットの通信会社と契約する際に必要となる工事費、契約料、手数料、機器購入料など。

・Wi-Fi ルーターの購入費（新規購入のみ。追加購入や既存機器の買い替えは対象外。）

注意：通信費や持ち運びができるポケットルーターは対象外です。

申請方法

無線通信環境を整備後、『申請書兼請求書』に必要事項を記入し、支払証明書類（領収書、通帳の写し、クレジット

カードの明細など）、回線の契約書の写しを添えて学校教育課または在学する学校に提出してください。

注意：支払いまで完了している必要があります。また、工事費の分割払いを利用している場合は、対象期限内に支払い

が完了している経費が対象となります。

申し込み期限：令和６年 3月３１日（金)17:15 ※予算がなくなり次第終了いたします。

問い合わせ

さくら市教育委員会学校教育課 総務係

〒329-1492 さくら市喜連川 4420-1

☎028-686-6620（平日 8：30～17：15 受付）

Wi-Ｆi整備補助金

令和５年度

詳細や申請書はさくら

市 HPをご覧ください→
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最
大 円を補助いたします。15,000
※整備費が 15,000 円未満の場合は、その経費額が補助対象
になります。１世帯１回限り。


